
 

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２７年３月２７日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第９号   

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律（平成２

４年法律第

８４号）第

５３条第１

項の規定に

基づく低炭

素化のため

の建築物の

新築等の計

画認定申請

手数料 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５４条

第１項各号

に掲げる基

準に適合す

ると市長が

定める機関

が認めた場

合 

⑴ 一戸建て住宅（人

の居住の用以外の用

途に供する部分を有

しないものに限る。

以下この部及び次部

において同じ。） 

 １件につき５，２０

０円 

⑵ 共同住宅等（共同

住宅、長屋その他の

一戸建て住宅以外の

住宅をいう。以下こ

の部及び次部におい

て同じ。） 住戸の

みに係るもののうち

申請に係る戸数が１

のときは１件につき

５，２００円、申請

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律（平成２

４年法律第

８４号）第

５３条第１

項の規定に

基づく低炭

素化のため

の建築物の

新築等の計

画認定申請

手数料 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５４条

第１項各号

に掲げる基

準に適合す

ると市長が

定める機関

が認めた場

合 

⑴ 一戸建て住宅（人

の居住の用以外の用

途に供する部分を有

しないものに限る。

以下この項において

同じ。） １件につ

き５，２００円 

 

⑵ 共同住宅等（共同

住宅、長屋その他の

一戸建て住宅以外の

住宅をいう。以下こ

の 項 に お い て 同

じ。） 住戸のみに

係るもののうち申請

に係る戸数が１のと

きは１件につき５，

２００円、申請に係



 

に係る戸数が２以上

５以下のときは１件

につき１０，３００

円、申請に係る戸数

が６以上１０以下の

ときは１件につき１

７，５００円、申請

に係る戸数が１１以

上２５以下のときは

１件につき２９，１

００円、申請に係る

戸数が２６以上５０

以下のときは１件に

つき４８，８００

円、申請に係る戸数

が５１以上１００以

下のときは１件につ

き８７，３００円、

申請に係る戸数が１

０１以上２００以下

のときは１件につき

１３８，１００円、

申請に係る戸数が２

０１以上３００以下

のときは１件につき

１７４，４００円、

申請に係る戸数が３

０１以上のときは１

件につき１８６，１

００円、建築物全体

又は建築物全体及び

住戸に係るもののう

ち１棟の戸数が１の

ときは１件につき

５，２００円、１棟

る戸数が２以上５以

下のときは１件につ

き１０，３００円、

申請に係る戸数が６

以上１０以下のとき

は１件につき１７，

５００円、申請に係

る戸数が１１以上２

５以下のときは１件

につき２９，１００

円、申請に係る戸数

が２６以上５０以下

のときは１件につき

４８，８００円、申

請に係る戸数が５１

以上１００以下のと

きは１件につき８

７，３００円、申請

に係る戸数が１０１

以上２００以下のと

きは１件につき１３

８，１００円、申請

に係る戸数が２０１

以上３００以下のと

きは１件につき１７

４，４００円、申請

に係る戸数が３０１

以上のときは１件に

つき１８６，１００

円、建築物全体又は

建築物全体及び住戸

に係るもののうち１

棟の戸数が１のとき

は１件につき５，２

００円、１棟の総戸



 

の総戸数が２以上５

以下のときは１件に

つき１０，３００

円、１棟の総戸数が

６以上１０以下のと

きは１件につき１

７，５００円、１棟

の総戸数が１１以上

２５以下のときは１

件につき２９，１０

０円、１棟の総戸数

が２６以上５０以下

のときは１件につき

４８，８００円、１

棟の総戸数が５１以

上１００以下のとき

は１件につき８７，

３００円、１棟の総

戸数が１０１以上２

００以下のときは１

件につき１３８，１

００円、１棟の総戸

数が２０１以上３０

０以下のときは１件

につき１７４，４０

０円、１棟の総戸数

が３０１以上のとき

は１件につき１８

６，１００円 

⑶ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５５条

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５４条

⑴ 一戸建て住宅 １

件につき３，２００

円 

 

数が２以上５以下の

ときは１件につき１

０，３００円、１棟

の総戸数が６以上１

０以下のときは１件

につき１７，５００

円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下の

ときは１件につき２

９，１００円、１棟

の総戸数が２６以上

５０以下のときは１

件につき４８，８０

０円、１棟の総戸数

が５１以上１００以

下のときは１件につ

き８７，３００円、

１棟の総戸数が１０

１以上２００以下の

ときは１件につき１

３８，１００円、１

棟の総戸数が２０１

以上３００以下のと

きは１件につき１７

４，４００円、１棟

の総戸数が３０１以

上のときは１件につ

き１８６，１００円 

 

⑶ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５５条

都市の低炭

素化の促進

に関する法

律第５４条

⑴ 一戸建て住宅（人

の居住の用以外の用

途に供する部分を有

しないものに限る。



 

第１項の規

定に基づく

低炭素化の

ための建築

物の新築等

の計画変更

認定申請手

数料 

第１項各号

に掲げる基

準に適合す

ると市長が

定める機関

が認めた場

合 

 

 

 

⑵ 共同住宅等 住戸

のみに係るもののう

ち申請に係る戸数が

１のときは１件につ

き３，２００円、申

請に係る戸数が２以

上５以下のときは１

件につき６，２００

円、申請に係る戸数

が６以上１０以下の

ときは１件につき１

０，５００円、申請

に係る戸数が１１以

上２５以下のときは

１件につき１７，５

００円、申請に係る

戸数が２６以上５０

以下のときは１件に

つき２９，３００

円、申請に係る戸数

が５１以上１００以

下のときは１件につ

き５２，４００円、

申請に係る戸数が１

０１以上２００以下

のときは１件につき

８２，９００円、申

請に係る戸数が２０

１以上３００以下の

ときは１件につき１

０４，７００円、申

請に係る戸数が３０

第１項の規

定に基づく

低炭素化の

ための建築

物の新築等

の計画変更

認定申請手

数料 

第１項各号

に掲げる基

準に適合す

ると市長が

定める機関

が認めた場

合 

以下この項において

同じ。） １件につ

き３，２００円 

⑵ 共同住宅等（共同

住宅、長屋その他の

一戸建て住宅以外の

住宅をいう。以下こ

の 項 に お い て 同

じ。） 住戸のみに

係るもののうち申請

に係る戸数が１のと

きは１件につき３，

２００円、申請に係

る戸数が２以上５以

下のときは１件につ

き６，２００円、申

請に係る戸数が６以

上１０以下のときは

１件につき１０，５

００円、申請に係る

戸数が１１以上２５

以下のときは１件に

つき１７，５００

円、申請に係る戸数

が２６以上５０以下

のときは１件につき

２９，３００円、申

請に係る戸数が５１

以上１００以下のと

きは１件につき５

２，４００円、申請

に係る戸数が１０１

以上２００以下のと

きは１件につき８

２，９００円、申請



 

１以上のときは１件

につき１１１，７０

０円、建築物全体又

は建築物全体及び住

戸に係るもののうち

１棟の戸数が１のと

きは１件につき３，

２００円、１棟の総

戸数が２以上５以下

のときは１件につき

６，２００円、１棟

の総戸数が６以上１

０以下のときは１件

につき１０，５００

円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下の

ときは１件につき１

７，５００円、１棟

の総戸数が２６以上

５０以下のときは１

件につき２９，３０

０円、１棟の総戸数

が５１以上１００以

下のときは１件につ

き５２，４００円、

１棟の総戸数が１０

１以上２００以下の

ときは１件につき８

２，９００円、１棟

の総戸数が２０１以

上３００以下のとき

は１件につき１０

４，７００円、１棟

の総戸数が３０１以

上のときは１件につ

に係る戸数が２０１

以上３００以下のと

きは１件につき１０

４，７００円、申請

に係る戸数が３０１

以上のときは１件に

つき１１１，７００

円、建築物全体又は

建築物全体及び住戸

に係るもののうち１

棟の戸数が１のとき

は１件につき３，２

００円、１棟の総戸

数が２以上５以下の

ときは１件につき

６，２００円、１棟

の総戸数が６以上１

０以下のときは１件

につき１０，５００

円、１棟の総戸数が

１１以上２５以下の

ときは１件につき１

７，５００円、１棟

の総戸数が２６以上

５０以下のときは１

件につき２９，３０

０円、１棟の総戸数

が５１以上１００以

下のときは１件につ

き５２，４００円、

１棟の総戸数が１０

１以上２００以下の

ときは１件につき８

２，９００円、１棟

の総戸数が２０１以



 

き１１１，７００円 

 

 

 

 

 

⑶ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成２０年法

律 第 ８ ７

号）第５条

第１項から

第３項まで

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の認

定申請手数

料 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第６

条第１項各

号（第３号

を除く。）

に掲げる基

準に適合す

ると住宅の

品質確保の

促進等に関

す る 法 律

（平成１１

年法律第８

１号）第５

条第１項に

規定する登

録住宅性能

評 価 機 関

（以下この

部及び次部

に お い て

「登録住宅

性能評価機

関 」 と い

う。）が認

一戸建て住宅（人の居

住の用以外の用途に供

する部分を有しないも

のに限る。以下この部

及び次部において同

じ。）１戸につき１

７，３００円、共同住

宅等（共同住宅、長屋

その他の一戸建ての住

宅以外の住宅をいう。

以下この部及び次部に

おいて同じ。）の１棟

の総戸数が５戸以下の

ときは申請１戸につ

き、２４，６００円を

同一の建築物について

同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た

額（その額に百円未満

の端数があるときは、

その端数金額を切り捨

てて得た額。以下この

部及び次部において同

じ。）、共同住宅等の

１棟の総戸数が６戸以

上１０戸以下のときは

申請１戸につき、３

上３００以下のとき

は１件につき１０

４，７００円、１棟

の総戸数が３０１以

上のときは１件につ

き１１１，７００円 

⑶ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成２０年法

律 第 ８ ７

号）第５条

第１項から

第３項まで

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の認

定申請手数

料 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第６

条第１項各

号（第３号

を除く。）

に掲げる基

準に適合す

ると住宅の

品質確保の

促進等に関

す る 法 律

（平成１１

年法律第８

１号）第５

条第１項に

規定する登

録住宅性能

評価機関が

認めた場合 

 

 

 

 

 

 

一戸建て住宅（人の居

住の用以外の用途に供

する部分を有しないも

のに限る。以下この項

において同じ。）１戸

につき１７，３００

円、共同住宅等（共同

住宅、長屋その他の一

戸建ての住宅以外の住

宅をいう。以下この項

において同じ。）の１

棟の総戸数が５戸以下

のときは申請１戸につ

き、２４，６００円を

同一の建築物について

同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た

額（その額に百円未満

の端数があるときは、

その端数金額を切り捨

てて得た額。以下この

項において同じ。）、

共同住宅等の１棟の総

戸数が６戸以上１０戸

以下のときは申請１戸

につき、３５，９００

円を同一の建築物につ



 

めた場合 ５，９００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が１１戸以上３０戸

以下のときは申請１戸

につき、４７，３００

円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が３１戸

以上５０戸以下のとき

は申請１戸につき、７

９，８００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が５１戸以上１００

戸以下のときは申請１

戸につき、１３０，２

００円を同一の建築物

について同時に申請が

行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が１

０１戸以上２００戸以

下のときは申請１戸に

つき、２０８，２００

円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が１１戸

以上３０戸以下のとき

は申請１戸につき、４

７，３００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が３１戸以上５０戸

以下のときは申請１戸

につき、７９，８００

円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のと

きは申請１戸につき、

１３０，２００円を同

一の建築物について同

時に申請が行われる住

戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１０１戸以

上２００戸以下のとき

は申請１戸につき、２

０８，２００円を同一

の建築物について同時

に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、

共同住宅等の１棟の総

戸数が２０１戸以上３



 

１棟の総戸数が２０１

戸以上３００戸以下の

ときは申請１戸につ

き、２５３，６００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が３０１戸

以上のときは申請１戸

につき、２６９，９０

０円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行

われる住戸の数で除し

て得た額とする。 

 登録住宅性

能評価機関

が住宅の品

質確保の促

進等に関す

る法律第６

条第１項に

基づく設計

住宅性能評

価書（次部

に お い て

「設計住宅

性 能 評 価

書 」 と い

う。）が添

付されてい

る場合（日

本住宅性能

表 示 基 準

（平成１３

一戸建て住宅１戸につ

き２２，５００円、共

同住宅等の１棟の総戸

数が５戸以下のときは

申請１戸につき、６

３，０００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が６戸以上１０戸以

下のときは申請１戸に

つき、９６，６００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が１１戸以

上３０戸以下のときは

申請１戸につき、１７

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

００戸以下のときは申

請１戸につき、２５

３，６００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が３０１戸以上のと

きは申請１戸につき、

２６９，９００円を同

一の建築物について同

時に申請が行われる住

戸の数で除して得た額

とする。 



 

年国土交通

省告示第１

３４６号）

の別表１の

（い）項に

掲げる断熱

等性能等級

の表示があ

るものに限

る。） 

５，３００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が３１戸以上５０戸

以下のときは申請１戸

につき、２９５，２０

０円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行

われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が５１

戸以上１００戸以下の

ときは申請１戸につ

き、４５０，４００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が１０１戸

以上２００戸以下のと

きは申請１戸につき、

８１３，６００円を同

一の建築物について同

時に申請が行われる住

戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が２０１戸以

上３００戸以下のとき

は申請１戸につき、

１，１０６，７００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が３０１戸

以上のときは申請１戸

につき、１，３３７，

３００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額とする。 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定申請手

数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認 定 申 請

（法第６条

第１項各号

に掲げる基

準に係る変

更に限る。

以下同じ）

で法第６条

第１項各号

（第３号を

除く。）に

掲げる基準

に適合する

と登録住宅

性能評価機

関が認めた

場合 

一戸建て住宅１戸につ

き４，０００円、共同

住宅等の１棟の総戸数

が５戸以下のときは申

請１戸につき８，００

０円を同一の建築物に

ついて同時に申請が行

われる住戸の数で除し

て得た額、共同住宅等

の１棟の総戸数が６戸

以上１０戸以下のとき

は申請１戸につき１

３，９００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が１１戸以上３０戸

以下のときは申請１戸

につき２０，１００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が３１戸以

上５０戸以下のときは

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認定申請手

数料 

長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律第８

条第１項の

規定に基づ

く長期優良

住宅建築等

計画の変更

認 定 申 請

（法第６条

第１項各号

に掲げる基

準に係る変

更に限る。

以下同じ）

で法第６条

第１項各号

（第３号を

除く。）に

掲げる基準

に適合する

と住宅の品

質確保の促

進等に関す

る法律第５

一戸建て住宅（人の居

住の用以外の用途に供

する部分を有しないも

のに限る。以下この項

において同じ。）１戸

につき４，０００円、

共同住宅等（共同住

宅、長屋その他の一戸

建て住宅以外の住宅を

いう。以下この項にお

いて同じ。）の１棟の

総戸数が５戸以下のと

きは申請１戸につき

８，０００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額（そ

の額に百円未満の端数

があるときは、その端

数金額を切り捨てて得

た額。以下この項にお

いて同じ。）、共同住

宅等の１棟の総戸数が

６戸以上１０戸以下の

ときは申請１戸につき

１３，９００円を同一



 

 

 

 

 

 

申請１戸につき３７，

６００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が

５１戸以上１００戸以

下のときは申請１戸に

つき６４，７００円を

同一の建築物について

同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１０１戸以

上２００戸以下のとき

は申請１戸につき１０

６，４００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が２０１戸以上３０

０戸以下のときは申請

１戸につき１３０，８

００円を同一の建築物

について同時に申請が

行われる住戸の数で除

して得た額、共同住宅

等の１棟の総戸数が３

０１戸以上のときは申

請１戸につき１３９，

６００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額とする。 

条第１項に

規定する登

録住宅性能

評価機関が

認めた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の建築物について同時

に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、

共同住宅等の１棟の総

戸数が１１戸以上３０

戸以下のときは申請１

戸につき２０，１００

円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が３１戸

以上５０戸以下のとき

は申請１戸につき３

７，６００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が５１戸以上１００

戸以下のときは申請１

戸につき６４，７００

円を同一の建築物につ

いて同時に申請が行わ

れる住戸の数で除して

得た額、共同住宅等の

１棟の総戸数が１０１

戸以上２００戸以下の

ときは申請１戸につき

１０６，４００円を同

一の建築物について同

時に申請が行われる住

戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が２０１戸以



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登録住宅性

能評価機関

が設計住宅

性能評価書

が添付され

ている場合

（日本住宅

性能表示基

準の別表１

の（い）項

に掲げる断

熱等性能等

級の表示が

あるものに

限る。） 

一戸建て住宅１戸につ

き８，２００円、共同

住宅等の１棟の総戸数

が５戸以下のときは申

請１戸につき、２９，

１００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が

６戸以上１０戸以下の

ときは申請１戸につ

き、４６，７００円を

同一の建築物について

同時に申請が行われる

住戸の数で除して得た

額、共同住宅等の１棟

の総戸数が１１戸以上

３０戸以下のときは申

請１戸につき、８７，

０００円を同一の建築

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上３００戸以下のとき

は申請１戸につき１３

０，８００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が３０１戸以上のと

きは申請１戸につき１

３９，６００円を同一

の建築物について同時

に申請が行われる住戸

の数で除して得た額と

する。 

 



 

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が

３１戸以上５０戸以下

のときは申請１戸につ

き、１４９，６００円

を同一の建築物につい

て同時に申請が行われ

る住戸の数で除して得

た額、共同住宅等の１

棟の総戸数が５１戸以

上１００戸以下のとき

は申請１戸につき、２

３１，３００円を同一

の建築物について同時

に申請が行われる住戸

の数で除して得た額、

共同住宅等の１棟の総

戸数が１０１戸以上２

００戸以下のときは申

請１戸につき、４１

９，１００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額、共

同住宅等の１棟の総戸

数が２０１戸以上３０

０戸以下のときは申請

１戸につき、５６９，

３００円を同一の建築

物について同時に申請

が行われる住戸の数で

除して得た額、共同住

宅等の１棟の総戸数が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３０１戸以上のときは

申請１戸につき、６８

５，９００円を同一の

建築物について同時に

申請が行われる住戸の

数で除して得た額とす

る。 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

  

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

 


